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船舶事故調査報告書 

 

平成２８年１０月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 旅客負傷 

発生日時 平成２８年３月２７日 ０７時２０分ごろ 

発生場所 

 

 

香川県小豆島町坂手
さ か て

港 

 大角
おおかど

鼻
はな

灯台から真方位３２８°２,９００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２７.３′ 東経１３４°１９.３′） 

事故の概要 旅客フェリーこんぴら２は、着岸中、自転車に乗って下船していた

旅客１人が、船尾ランプドアの接地部付近で転倒し、負傷した。 

事故調査の経過  平成２８年３月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客フェリー こんぴら２、３,６３３トン 

１２９２４６、加藤汽船株式会社（船舶所有者）、ジャンボフェリ

ー株式会社（船舶借入人）（Ａ社） 

 １１５.９０ｍ×２０.００ｍ×１１.６０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、８,８２６kＷ、平成元年１０月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５１歳 

三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成４年８月１９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２４年８月６日 

  免状有効期間満了日 平成２９年８月１８日 

一等航海士 男性 ３８歳 

三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１０年１１月１２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年１１月１日 

  免状有効期間満了日 平成３０年１１月１１日   

旅客Ａ 女性 ２９歳 

 死傷者等 軽傷 １人（旅客Ａ） 

 損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時 

 事故の経過 本船は、船長及び一等航海士ほか１０人が乗り組み、車両１８台、

自転車３台、旅客６１人を下船させるため、平成２８年３月２７日０
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７時１５分ごろ坂手港に船尾付けで着岸した。 

一等航海士は、船尾ランプドア付近の車両甲板で車両の下船作業の

指揮をとり、乗組員２人を同甲板の船首部に、１人を中央部に、Ａ社

の坂手港における車両誘導等の業務委託を受けた会社（以下「Ｂ社」

という。）の車両誘導担当者１人を岸壁にそれぞれ配置し、車両の誘

導を行った。 

一等航海士は、全ての車両が降りたとき、船首ランプドア付近の右

舷側にいた旅客Ａほか旅客２人（男性１人、女性１人）が自転車に乗

って船尾ランプドアへ向けて通るのを見た。 

一等航海士は、船首方を向いて坂手港で乗船する車両の積込みの準

備作業を開始し、トランシーバで車両の配置を乗組員に指示した。 

旅客Ａは、車両甲板を通過し終わって、船尾ランプドア先端部付近

で、下を見たときに船尾ランプドア先端部に設けられたフラップとフ

ラップの間に隙間があることに気付き、同隙間の上を通ることを避け

るためにブレーキをかけようと思ったが、前輪タイヤが隙間に入り込

み、転倒した。 

一等航海士は、０７時２０分ごろ、岸壁に配置していた車両誘導担

当者の叫び声を聞いて後ろを振り向いたところ、旅客Ａがフラップと

陸上可動橋との接地部付近で転倒したことを知った。 

旅客Ａは、Ｂ社職員が呼んだ救急車で小豆島町の病院に搬送され、

頭部の打撲及び創傷と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 船尾ランプドア等の状況、

写真２ 旅客Ａの自転車の前輪タイヤ、写真３ フラップ間の隙間

の状況 参照） 

  その他の事項 

 

 

 

 

船尾ランプドアは、縦（船首尾方向、以下同じ。）約６.５ｍ、横

（正横方向、以下同じ。）約１０.４ｍであった。 

フラップは、主に船尾ランプドア先端部（厚さ約１５６mm）と接地

する陸上可動橋との段差を小さくするために設けられており、船尾ラ

ンプドアの先端部にヒンジで３枚取り付けられていた。 

右舷側のフラップは、縦約０.８ｍ、横約３.２ｍ、中央部のフラッ

プは、縦約０.８ｍ、横約４.０ｍであり、右舷側と中央部のフラップ

間の隙間は約２５mmであった。 

船尾ランプドアとフラップ３枚の路面は青色に塗装されていた。 

旅客Ａは、小豆島を友人２人と一緒にサイクリングする目的で本船

に乗船しており、自転車でフェリーに乗船するのは今回が初めてであ

った。 

旅客Ａが乗っていた自転車（ロードバイク）の前輪タイヤ幅は約２

３mmであった。 

旅客Ａの自転車の前輪タイヤは、船尾ランプドア先端部に設けられ

た右舷側と中央部のフラップ間の隙間に入り込んだ。 
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旅客Ａはヘルメットを着用していた。 

本船は、本事故当時、一等航海士が、坂手港に入港する前に喫水を

調整したので、陸上可動橋に接地した船尾ランプドアに傾斜はほとん

どなかった。 

車両甲板は、本事故当時、天井に照明具（蛍光灯、４０Ｗ）が５３

個設置され、明るい状況であった。 

本事故当時、船体に揺れはなかった。 

本船は、自転車を合計２０台駐輪する設備が車両甲板の船首部及び

船尾部に設けられていた。 

本船は、自転車を押して乗下船する旨の船内放送を行っていなかっ

た。 

本船では、今まで、多くの自転車が乗下船していたが、自転車の転

倒事故は発生していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

本船は、坂手港において、旅客Ａが、自転車に乗って船尾ランプド

アを通って下船中、船尾ランプドア先端部に設けられた右舷側と中央

部のフラップ間の隙間が自転車の前輪タイヤ幅よりも大きく、前輪タ

イヤが同隙間に入り込んだことから、自転車が転倒して負傷したもの

と考えられる。 

旅客Ａは、３枚のフラップの路面が同色で隙間が目立たなかったこ

とから、自転車に乗って車両甲板を通って船尾ランプドア先端部付近

に至るまで、フラップ間に隙間があることに気付かなかった可能性が

あると考えられる。 

原因  本事故は、坂手港において、旅客Ａが、自転車に乗って船尾ランプ

ドアを通って下船中、船尾ランプドア先端部に設けられた右舷側と中

央部のフラップ間の隙間が自転車の前輪タイヤ幅よりも大きく、前輪

タイヤが同隙間に入り込んだため、自転車が転倒したことにより発生

したものと考えられる。 

参考  Ａ社は、本事故後、再発防止のために次の措置を講じた。 

・本船の乗組員に対し、旅客が自転車を押して乗下船するように指

導した。 

・フラップ間の隙間が目立つようにフラップの端部を黄色に塗装し

た。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 船尾ランプドア等の状況（フラップを塗装後に撮影） 

 
 

 事故発生後に黄色に

塗装されたフラップ 

旅客Ａの自転車前輪タイヤが

入り込んだフラップ間の隙間 

船尾ランプドア 

右舷側のフラップ 

船首ランプドア 
車両甲板 

中央部のフラップ 左舷側のフラップ 

フラップと陸上可動橋と

の接地部 

陸上可動橋 
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写真２ 旅客Ａの自転車の前輪タイヤ     写真３ フラップ間の隙間の状況 

   （船舶借入人提供）             （船舶借入人提供） 

 

旅客Ａの自転車

前輪タイヤが入

り込んだフラッ

プ間の隙間 

前輪タイヤ 


